
承認第２号 

   専決処分の承認を求める件 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり加

東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を専決処分したので、同条第３項の規定

により、承認を求める。 

  令和５年４月２６日提出 

加東市長 岩 根  正  



専決第２号 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決処分について    

 地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）の施行に伴い、加東市

国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたが、施行期日が迫っており、議会を招集

する時間的余裕がないことが明らかであると認められるので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

  令和５年３月３１日 

加東市長 岩 根  正  



加東市条例第１２号 

   加東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 加東市国民健康保険税条例（平成１８年加東市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前の欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後の欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改

める。 

改   正   前 改   正   後 

（課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

４ 〔略〕 

（納税義務者の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１３条 〔略〕 

２～８ 〔略〕 

９ 第１項の賦課期日後に世帯主及びその世帯に属する被保険者

（課税額） 

第２条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、２２万円とする。 

４ 〔略〕 

（納税義務者の発生、消滅等に伴う賦課） 

第１３条 〔略〕 

２～８ 〔略〕 

９ 第１項の賦課期日後に世帯主及びその世帯に属する被保険者



が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する

特例対象被保険者等をいう。以下この項、第２３条の２及び第２

４条の２において同じ。）になった場合には、当該特例対象被保

険者等となった日を第１項の賦課期日とみなして算定した当該

納税義務者に係る第２条第１項の額を当該特例対象被保険者等

が特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当該納税

義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象被保険

者等となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者

の国民健康保険税の額から減額する。 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２０万円を超える場合に

は、２０万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する

特例対象被保険者等をいう。以下この項、第２３条の２及び第２

４条の２第１項において同じ。）になった場合には、当該特例対

象被保険者等となった日を第１項の賦課期日とみなして算定し

た当該納税義務者に係る第２条第１項の額を当該特例対象被保

険者等が特例対象被保険者等でないものとみなして算定した当

該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該特例対象

被保険者等となった日の属する月から、月割りをもって当該納税

義務者の国民健康保険税の額から減額する。 

（国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が２２万円を超える場合に

は、２２万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７

万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) 〔略〕 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所



得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき２８万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕  

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５２万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

２ 〔略〕 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ 〔略〕 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき２９万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給

与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金

額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人に

つき５３万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～カ 〔略〕 

２ 〔略〕 

（特例対象被保険者等に係る申告） 

第２４条の２ 〔略〕 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受



給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）その他の特

例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求

められた場合には、これらを提示しなければならない。 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第２３条第１項の規定の適

用については、同項中「法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第１項

に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額によるものとする。）

及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」

とする。 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）又は雇用保

険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをいう。）

の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならな

い。 

附 則 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第２３条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「法第７０３条の５第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第１項

に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって

計算した金額から１５万円を控除した金額によるものとする。）

及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２５万円」

とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 



８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第

１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２

項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３



第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により

同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡

所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、

第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の

金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３

６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」

とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、第

８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」



２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１

４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 



（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び

第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び

第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条



「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第

６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第

６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税

法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の



の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第

２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とす

る。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得



山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

備考 表中の〔 〕の記載は注記である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の加東市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年

度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 



   加東市国民健康保険税条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

  地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）が令和５年３月３１

日に公布されたことに伴い、令和５年度から適用される改正部分について、所要の改正を

行うものである。

２ 改正内容

(1) 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を２０万円から２２ 

万円に改めること。（第２条及び第２３条関係） 

(2) 国民健康保険税の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準について、 

当該額の５割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ずる金額を２８万５，００ 

０円から２９万円に、２割を軽減する基準については、被保険者の数に乗ずる金額を５

２万円から５３万５，０００円に改めること。（第２３条関係） 

(3) 所要の文言整理を行うこと。（第１３条、第２４条の２及び附則関係） 

３ 市民負担への影響 

  今回の改正により、令和３年の所得に対し令和５年度の税率で保険税を試算すると、後

期高齢者支援金等課税額分にあっては１００世帯が影響し、１世帯当たり約１万９，００

０円の増額となる。被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあっては１２世

帯が影響し、１世帯当たり約６万４，０００円の減額となり、２割の軽減にあっては１３

世帯が影響し、１世帯当たり約１万５，０００円の減額となる。 

４ 市財政への影響 

 課税限度額の引き上げにより試算すると、後期高齢者支援金等課税額分にあっては１８

７万９，０００円の増額となる。被保険者均等割額及び世帯別平等割額の５割の軽減にあ

っては６８万７，０００円、２割の軽減にあっては１９万２，０００円、合計８７万９，

０００円の減額となる。これらの軽減による保険税の減額分については、県負担金及び一

般会計繰入金により補填される。 

５ 施行期日  令和５年４月１日 

承認第２号（条例第１２号） 要旨


